
 
 

３ 
 

  

池袋第三小の建替え等を考える会 会則 

 

（名 称） 

第１条 この会は、池袋第三小の建替え等を考える会（以下、「本会」という。）と称する。  

 

（目 的） 

第２条 本会は、豊島区立池袋第三小学校（以下、｢学校｣という。）の児童の学習の場及び生活

の場としての安全・安心で快適な学校環境を確保するため、教育内容・方法の多様化及び情

報化や環境保護等の社会情勢の変化に対応した、また、生涯学習や地域活動等のまちづくり

の拠点としての地域に開かれた学校施設づくりを推進することを目的とする。 

 

（協議事項等） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 

（１）学校施設づくりに必要な調査・研究を行うこと。 

（２）学校の改築等の基本構想をまとめ、豊島区教育委員会並びに豊島区長に提言すること。 

（３）学校の改築等の基本構想の実現に向けた活動を推進すること。 

（４）その他、学校施設づくりに関すること。 

 

（構 成） 

第４条 本会は、次に掲げる団体等から推薦、または、選出された者で構成する。 

（１）学校のＰＴＡ、同窓会 

（２）学校通学区域内の町会及び仮校舎所在の町会 

（３）学校通学区域内で活動する地域団体等 

（４）豊島区、教育委員会及び学校 

 

（役員等） 

第５条 本会の役員の構成及び職務は次のとおりとする。 

（１）会長、副会長、その他の役員は、委員の中から互選によって定める。 

（２）会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

（３）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。 

 

（任 期） 

第６条 委員及び役員の任期は、本会の設立の日から学校の改築等が終了するまでとする。 

 

（会議運営等） 

第７条 本会は会長が召集し、会議を主宰する。 

２ 本会は、必要に応じて部会等を置くことができる。 

３ 学校通学区域内に居住する者及び学校に通学する児童の保護者は、会議を傍聴することが

できるものとする。但し、必要がある場合は、委員のみで会議を開催できるものとする。 

４ 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。 



４ 
 

５ 委員は、地域の意見が充分反映されるよう協議するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 本会の事務局は、豊島区教育委員会事務局教育総務部学校施設課に置く。 

 

（会則の改正） 

第９条 この会則に変更の必要が生じたときは、会において協議のうえ改正するものとする。 

２ この会則に定めのない事項については、会において協議のうえ定めるものとする。 

 

付 則 

１ この会則は、平成２２年１２月１５日から施行する。 

 


